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令和元年会社法改正等に伴う「有価証券上場規程」等の一部改正について 

 

本所は、「有価証券上場規程」等の一部改正を行い、本年３月１日から施行します。 

今回の改正は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）において、上場

会社のうち大会社に社外取締役を置くことが義務付けられることや、株主総会資料の電子

提供制度が創設されることなどを踏まえ、全ての上場会社に対し社外取締役を１名以上確

保することを義務付けるとともに、電磁的方法による株主総会資料の早期提供に関する努

力義務規定を改正するなど「有価証券上場規程」等の一部改正を行います。 

 

 ※規則改正の詳細については、新旧対照表をご参照ください。 

 

Ⅰ 改正概要  

 １．社外取締役の確保  

    上場会社は、社外取締役を１名以上確保しなければならな

いものとします。 

  

・企業行動規範に関

する規則第６条の２ 

 ２．電磁的方法による株主総会資料の早期提供に関する努力義務  

   上場会社は、招集通知、株主総会参考書類、計算書類・連

結計算書類及び事業報告等を、株主総会の日の３週間前より

も早期に、電磁的方法により提供するよう努めるものとしま

す。 

 

・企業行動規範に関

する規則の取扱い５．

（３） 

 

３．株式交付制度の創設に係る制度整備  

  （１）適時開示事由の追加 

    株式交付に関し、以下の場合に適時開示を求めます。 

① 上場会社の業務執行を決定する機関が株式交付を行う

ことについての決定をした場合 

② 上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が株式交

付を行うことについての決定をした場合 

（２）株式交付に係る上場手数料 

株式交付に係る上場手数料は、株式交付に際して発行する

株式数に１株当たり資本組入額を乗じて得た金額の万分の

６．０（国内の他の金融商品取引所と重複上場している会社

 

・上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開

示等に関する規則第条

第１項第１号ｆの４及

び同条第２項第１号ｂ

の２ 

・有価証券上場規程別

表取扱い要領第１株券

（１）ｈ 



 

 

Ⅱ．施行日 

  ・２０２１年３月１日から実施します。 

  ・１．に関しては、施行日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日か

ら適用します。 

 

以 上 

については万分の１．０）とします。 

 

 

 ４．その他  

    その他、ストック・オプションの付与に係る適時開示事由

を株式又は新株予約権の募集等に係る適時開示事由に統合す

るなど、所要の改正を行います。 

 

・有価証券上場規程第

３条第２項第５号等 



「有価証券上場規程」等の一部改正新旧対照表 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（新規上場申請手続） 

第３条 （略） 

（新規上場申請手続） 

第３条 （略） 

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

 （１）～（４） （略）  （１）～（４） （略） 

 （５） 上場申請日の属する事業年度の初日以

後に、自己株式取得決議（自己株式の取得に

係る会社法第１５６条第１項（同法第１６５

条第３項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定による決議をいう。）、自

己株式処分等決議（自己株式の処分に係る会

社法第１９９条第１項の規定による決議（監

査等委員会設置会社（会社法第２条第１１号

の２に規定する監査等委員設置会社をいう。

以下同じ。）にあっては、取締役の決定を含

み、指名委員会等設置会社（会社法第２条第

１２号に規定する指名委員会等設置会社を

いう。以下同じ。）にあっては、執行役の決定

を含む。）若しくは会社法第７４９条第１項

第２号、第７５８条第４号若しくは第７６８

条第１項第２号に規定する金銭等として自

己株式を交付する場合における会社法第７

９５条第１項の規定による決議（会社法第７

９６条第１項又は第２項の規定により当該

決議を要しない場合にあっては、吸収合併契

約、吸収分割契約又は株式交換契約の内容に

ついての取締役会決議（監査等委員会設置会

社にあっては、取締役の決定を含み、指名委

員会等設置会社にあっては、執行役の決定を

含む。）を含む。）若しくは会社法第７７４条

の３第１項第３号に規定する対価として自

己株式を交付する場合における会社法第８

１６条の３第１項の規定による決議（会社法

第８１６条の４第１項の規定により当該決

議を要しない場合にあっては、株式交付計画

 （５） 上場申請日の属する事業年度の初日以

後に、自己株式取得決議（自己株式の取得に

係る会社法第１５６条第１項（同法第１６５

条第３項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定による決議をいう。）、自

己株式処分等決議（自己株式の処分に係る会

社法第１９９条第１項の規定による決議（監

査等委員会設置会社にあっては、取締役の決

定を含み、指名委員会等設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）又は会社法第７４

９条第１項第２号、第７５８条第４号若しく

は第７６８条第１項第２号に規定する金銭

等として自己株式を交付する場合における

会社法第７９５条第１項の規定による決議

（会社法第７９６条第１項又は第２項の規

定により当該決議を要しない場合にあって

は、吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交

換契約の内容についての取締役会決議（監査

等委員会設置会社にあっては、取締役の決定

を含み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）をいう。）又は自己株

式消却決議（自己株式の消却に係る会社法第

１７８条第２項の規定による決議（監査等委

員会設置会社にあっては、取締役の決定を含

み、指名委員会等設置会社にあっては、執行

役の決定を含む。）をいう。）を行った場合に

は、その議事録の写し（会社法第３１９条第

１項又は第３７０条の規定により株主総会

又は取締役会の決議があったものとみなさ

れる場合にあっては、当該場合に該当するこ



2 

の内容についての取締役会決議（監査等委員

会設置会社にあっては、取締役の決定を含

み、指名委員会等設置会社にあっては、執行

役の決定を含む。）を含む。）をいう。）又は自

己株式消却決議（自己株式の消却に係る会社

法第１７８条第２項の規定による決議（監査

等委員会設置会社にあっては、取締役の決定

を含み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）をいう。）を行った場

合には、その議事録の写し（会社法第３１９

条第１項又は第３７０条の規定により株主

総会又は取締役会の決議があったものとみ

なされる場合にあっては、当該場合に該当す

ることを証する書面を含み、監査等委員会設

置会社にあっては、取締役の決定があったこ

とを証する書面を含み、指名委員会等設置会

社にあっては、執行役の決定があったことを

証する書面を含む。） 

ただし、アンビシャスへの上場を申請する新

規上場申請者（以下「アンビシャスへの新規

上場申請者」という。）は、添付を要しない。 

とを証する書面を含み、監査等委員会設置会

社にあっては、取締役の決定があったことを

証する書面を含み、指名委員会等設置会社に

あっては、執行役の決定があったことを証す

る書面を含む。）ただし、アンビシャスへの上

場を申請する新規上場申請者（以下「アンビ

シャスへの新規上場申請者」という。）は、添

付を要しない。 

  

付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（会社情報の開示） 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、本所が定める基準に該当

するものその他の投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものと本所が認めるものを除

く。）は、本所が定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

 （１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。） 

（会社情報の開示） 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、本所が定める基準に該当

するものその他の投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものと本所が認めるものを除

く。）は、本所が定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

 （１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。） 

  ａ～ｆの３ （略）   ａ～ｆの３ （略） 

  ｆの４ 株式交付   （新設） 

  ｇ～ｔ （略）   ｇ～ｔ （略） 

  ｕ 削除   ｕ 上場会社又はその子会社の役員又は従

業員に対する新株予約権の発行その他の

ストック・オプションと認められるものの

付与又は株式の発行 

  ｖ～ａｋ （略）   ｖ～ａｋ （略） 

 （２）～（７） （略）  （２）～（７） （略） 

２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては本所が定める基

準に該当するものその他の投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるも

のを、第２号の２ａに定める法第１６６条第２

項第５号に掲げる事項及び第２号の２ｂに定

める法第１６６条第２項第６号に掲げる事実

にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして取引規制府令で定める基準

に該当するものを除く。）は本所が定めるとこ

ろにより、直ちにその内容を開示しなければな

らない。 

２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては本所が定める基

準に該当するものその他の投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるも

のを、第２号の２ａに定める法第１６６条第２

項第５号に掲げる事項及び第２号の２ｂに定

める法第１６６条第２項第６号に掲げる事実

にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして取引規制府令で定める基準

に該当するものを除く。）は本所が定めるとこ

ろにより、直ちにその内容を開示しなければな

らない。 

 （１） 上場会社の子会社の業務執行を決定す  （１） 上場会社の子会社の業務執行を決定す
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る機関が、当該子会社について次に掲げる事

項を行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。） 

る機関が、当該子会社について次に掲げる事

項を行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。） 

  ａ・ｂ （略）   ａ・ｂ （略） 

  ｂの２ 株式交付   （新設） 

  ｃ～ｒ （略）   ｃ～ｒ （略） 

 （２）・（２）の２ （略）  （２）・（２）の２ （略） 

３～１２ （略） ３～１２ （略） 

  

付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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企業行動規範に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（社外取締役の確保）  

第６条の２ 上場会社は、社外取締役（会社法第

２条第１５号に規定する社外取締役をいう。）

を１名以上確保しなければならない。 

（新設） 

  

（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項） 

第１０条の２ 支配株主を有する上場会社は、次

の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する

事項の決定が当該上場会社の少数株主にとっ

て不利益なものでないことに関し、当該支配株

主との間に利害関係を有しない者による意見

の入手を行うものとする。 

（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項） 

第１０条の２ 支配株主を有する上場会社は、次

の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する

事項の決定が当該上場会社の少数株主にとっ

て不利益なものでないことに関し、当該支配株

主との間に利害関係を有しない者による意見

の入手を行うものとする。 

 （１） 当該上場会社の業務執行を決定する機

関が、適時開示規則第２条第１項第１号ａ

（第三者割当による募集株式等の割当て又

は上場会社若しくはその子会社の役員若し

くは従業員に対する株式若しくは新株予約

権の割当てその他の株式報酬若しくはス

トック・オプションと認められる募集株式等

の割当てを行う場合に限る。）、ｄ、ｆの２か

らｈまで、ｊからｎまで、ｒからｔまで又は

ａｉからａｋに掲げる事項（支配株主その他

本所が定める者が関連するものに限る。）の

いずれかを行うことについての決定をする

場合（同条の規定に基づきその内容の開示を

要する場合に限る。） 

 （１） 当該上場会社の業務執行を決定する機

関が、適時開示規則第２条第１項第１号ａ

（第三者割当による募集株式等の割当てを

行う場合に限る。）、ｄ、ｆの２からｈまで、

ｊからｎまで、ｒからｕまで又はａｉからａ

ｋに掲げる事項（支配株主その他本所が定め

る者が関連するものに限る。）のいずれかを

行うことについての決定をする場合（同条の

規定に基づきその内容の開示を要する場合

に限る。） 

 （２） （略）  （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

付    則  

１ この改正規定は、令和３年３月１日から施行

する。 

２ 改正後の第６条の２の規定は、この改正規定

施行の日以後に終了する事業年度に係る定時
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株主総会の日の翌日から適用する。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

２． 第４条（上場審査基準）第１項関係 ２． 第４条（上場審査基準）第１項関係 

 （１） 株主数及び流通株式数  （１） 株主数及び流通株式数 

  ａ～e （略）   ａ～e （略） 

  ｆ 新規上場申請者が、上場日以前に合併、

株式交換、株式移転又は株式交付を行う場

合の株主数及び流通株式数については、前

ｅの規定を準用する。 

  ｆ 新規上場申請者が、上場日以前に合併又

は株式交換若しくは株式移転を行う場合

の株主数及び流通株式数については、前ｅ

の規定を準用する。 

 （２） （略）  （２） （略） 

 （３） 上場時価総額 

第３号に規定する「上場時価総額」とは、

次のａ又はｂに掲げる新規上場申請者の区

分に従い、当該ａ又はｂに定める額をいうも

のとする。 

ａ 国内の金融商品取引所に上場されてい

る株券の発行者である新規上場申請者 

（ａ） 当該新規上場申請者が上場申請に

係る公募又は売出しを行う場合 

当該公募又は売出しの見込み価格と

本所が当該新規上場申請者の上場申請

に係る株券の上場を承認する日の２営

業日前の日以前１か月間における当該

株券の最低価格（当該株券が上場されて

いる国内の金融商品取引所の売買立会

における日々の最終価格のうち最低の

価格をいう。）のいずれか低い価格に上

場時において見込まれる上場株式数を

乗じて得た額 

   （ｂ） 前（ａ）以外の場合 

本所が当該新規上場申請者の上場申

請に係る株券の上場を承認する日の２

営業日前の日以前１か月間における当

該株券の最低価格に上場時において見

込まれる上場株式数を乗じて得た額 

 

ｂ （略）  

 （３） 上場時価総額 

第３号に規定する「上場時価総額」とは、

次のａ又はｂに掲げる新規上場申請者の区

分に従い、当該ａ又はｂに定める額をいうも

のとする。 

ａ 国内の金融商品取引所に上場されてい

る株券の発行者である新規上場申請者 

（ａ） 当該新規上場申請者が上場申請に

係る公募又は売出しを行う場合 

当該公募又は売出しの見込み価格と

本所が当該新規上場申請者の上場申請

に係る株券の上場を承認する日の前々

日からさかのぼって１か月間における

当該株券の最低価格（当該株券が上場さ

れている国内の金融商品取引所の売買

立会における日々の最終価格のうち最

低の価格をいう。）のいずれか低い価格

に上場時において見込まれる上場株式

数を乗じて得た額 

   （ｂ） 前（ａ）以外の場合 

本所が当該新規上場申請者の上場申

請に係る株券の上場を承認する日の

前々日からさかのぼって１か月間にお

ける当該株券の最低価格に上場時にお

いて見込まれる上場株式数を乗じて得

た額 

ｂ （略） 
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 （４） （略）  （４） （略） 

 （５） 純資産の額  （５） 純資産の額 

  ａ・ｂ （略）   ａ・ｂ （略） 

  ｃ 前ｂの場合において、有価証券上場規程

第３条第６項第４号に定める四半期貸借

対照表のうち直近の四半期貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額（四半期財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則（平成１９年内閣府令第６３号）の規

定により作成された四半期貸借対照表の

純資産の部の合計額に、同規則第５３条第

１項に規定する準備金等を加えて得た額

をいう。以下この（５）において同じ。）が

負でないことを要するものとする。 

  ｃ 前ｂの場合において、有価証券上場規程

第３条第６項第４号に定める四半期貸借

対照表のうち直近の四半期貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額（四半期財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則（平成１９年内閣府令第６３号）の規

定により作成された四半期貸借対照表の

純資産の部の合計額に、同規則第５３条第

１項に規定する準備金等を加えて得た額

から、当該純資産の部に掲記される新株予

約権を控除して得た額をいう。以下この

（５）において同じ。）が負でないことを要

するものとする。 

  ｄ～ｊ （略）   ｄ～ｊ （略） 

 （６）～（１１） （略）  （６）～（１１） （略） 

  

付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１． 第２条（会社情報の開示）第１項関係 

 （１） 第１項に規定する本所が定める基準の

うち同項第１号に掲げる事項に係るものは、

次のａからｌまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｌまでに定めることとする。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社については、連結経常

利益に係る基準は適用しない。 

１． 第２条（会社情報の開示）第１項関係 

 （１） 第１項に規定する本所が定める基準の

うち同項第１号に掲げる事項に係るものは、

次のａからｌまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｌまでに定めることとする。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社については、連結経常

利益に係る基準は適用しない。 

  ａ～ｄ （略） 

  ｅ 第１号ｌに掲げる事項 

次に掲げるもののいずれにも該当する

子会社（連動子会社を除く。）の異動を伴う

ものであること。 

  ａ～ｄ （略） 

  ｅ 第１号ｌに掲げる事項 

次に掲げるもののいずれにも該当する

子会社（連動子会社を除く。）の異動を伴う

ものであること（上場会社が子会社取得

（子会社でなかった会社の発行する株式

又は持分を取得する方法その他の方法（法

第２７条の３第１項に規定する公開買付

けによるものを除く。）により、当該会社を

子会社とすることをいう。以下同じ。）を行

う場合以外の場合にあっては、（ｈ）及び

（ｉ）を除く。）。 

   （ａ）～（ｇ） （略）    （ａ）～（ｇ） （略） 

   （ｈ） 上場会社が子会社取得（子会社で

なかった会社の発行する株式又は持分

を取得する方法その他の方法により、当

該会社を子会社とすることをいう。以下

同じ。）を行う場合にあっては、子会社取

得に係る対価の額（子会社取得の対価と

して支払った、又は支払うべき額の合計

額をいう。以下同じ。）に当該子会社取

得の一連の行為として行った、又は行う

ことが上場会社の業務執行を決定する

機関により決定された当該上場会社に

よる他の子会社取得に係る対価の額の

合計額を合算した額が当該上場会社の

直前連結会計年度の末日における連結

純資産額の１００分の１５に相当する

   （ｈ） 子会社取得に係る対価の額（子会

社取得の対価として支払った、又は支払

うべき額の合計額をいう。以下同じ。）

に当該子会社取得の一連の行為として

行った、又は行うことが上場会社の業務

執行を決定する機関により決定された

当該上場会社による他の子会社取得に

係る対価の額の合計額を合算した額が

当該上場会社の直前連結会計年度の末

日における連結純資産額の１００分の

１５に相当する額未満であること。 
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額未満であること。 

   （ｉ） 上場会社が子会社取得を行う場合

にあっては、子会社取得に係る対価の額

に当該子会社取得の一連の行為として

行った、又は行うことが上場会社の業務

執行を決定する機関により決定された

当該上場会社による他の子会社取得に

係る対価の額の合計額を合算した額が

当該上場会社の直前事業年度の末日に

おける純資産額の１００分の１５に相

当する額未満であること。 

   （ｉ） 子会社取得に係る対価の額に当該

子会社取得の一連の行為として行った、

又は行うことが上場会社の業務執行を

決定する機関により決定された当該上

場会社による他の子会社取得に係る対

価の額の合計額を合算した額が当該上

場会社の直前事業年度の末日における

純資産額の１００分の１５に相当する

額未満であること。 

   （ｊ） （略）    （ｊ） （略） 

  ｆ～ｌ （略）   ｆ～ｌ （略） 

 （１）の２～（５） （略）  （１）の２～（５） （略） 

  

２． 第２条（会社情報の開示）第２項関係 ２． 第２条（会社情報の開示）第２項関係 

 （１） 第２項に規定する本所が定める基準の

うち同項第１号に掲げる事項に係るものは、

次のａからｍまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｍまでに定めることとする。 

 （１） 第２項に規定する本所が定める基準の

うち同項第１号に掲げる事項に係るものは、

次のａからｍまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｍまでに定めることとする。 

  ａ・ｂ （略）   ａ・ｂ （略） 

  ｂの２ 第１号ｂの２に掲げる事項   （新設） 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるもの

のいずれにも該当すること。 

 

   （ａ） 当該株式交付による連結会社の資

産の額の減少額又は増加額が直前連

結会計年度の末日における連結純資

産額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

 

   （ｂ） 当該株式交付による連結会社の売

上高の減少額又は増加額が直前連結

会計年度の売上高の１００分の１０

に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

 

   （ｃ） 当該株式交付による連結会社の連

結経常利益の増加額又は減少額が直

前連結会計年度の連結経常利益金額

の１００分の３０に相当する額未満
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であると見込まれること。 

   （ｄ） 当該株式交付による連結会社の親

会社株主に帰属する当期純利益の増

加額又は減少額が直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

 

  ｃ～ｆ （略）   ｃ～ｆ （略） 

  ｇ 第１号ｈに掲げる事項 

次に掲げるもののいずれにも該当する

こと。 

  ｇ 第１号ｈに掲げる事項 

次に掲げるもののいずれにも該当する

こと（子会社が孫会社取得（上場会社の孫

会社でなかった会社の発行する株式又は

持分を取得する方法その他の方法（法第２

７条の３第１項に規定する公開買付けに

よるものを除く。）により、当該会社を上

場会社の孫会社とすることをいう。以下同

じ。）を行う場合以外の場合にあっては、

（ｈ）を除く。） 

   （ａ）～（ｇ） （略）    （ａ）～（ｇ） （略） 

   （ｈ） 子会社が孫会社取得（上場会社の

孫会社でなかった会社の発行する株式

又は持分を取得する方法その他の方法

により、当該会社を上場会社の孫会社と

することをいう。以下同じ。）を行う場合

にあっては、孫会社取得に係る対価の額

（孫会社取得の対価として支払った、又

は支払うべき額の合計額をいう。以下同

じ。）に当該孫会社取得の一連の行為と

して行った、又は行うことが上場会社又

は子会社の業務執行を決定する機関に

より決定された上場会社による子会社

取得又は子会社による他の孫会社取得

に係る対価の額の合計額を合算した額

が連結会社の直前連結会計年度の末日

における連結純資産額の１００分の１

５に相当する額未満であること。 

   （ｈ） 孫会社取得に係る対価の額（孫会

社取得の対価として支払った、又は支払

うべき額の合計額をいう。以下同じ。）

に当該孫会社取得の一連の行為として

行った、又は行うことが上場会社又は子

会社の業務執行を決定する機関により

決定された上場会社による子会社取得

又は子会社による他の孫会社取得に係

る対価の額の合計額を合算した額が連

結会社の直前連結会計年度の末日にお

ける連結純資産額の１００分の１５に

相当する額未満であること。 

  ｈ～ｍ （略）   ｈ～ｍ （略） 

 （２） （略）  （２） （略） 
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５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 

５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

 （３） 第１項に規定する書類の提出は、次の

ａからｎまでに掲げる事項について決議又

は決定を行った場合に、当該ａからｎまでに

定めるところにより行うものとする。 

 （３） 第１項に規定する書類の提出は、次の

ａからｎまでに掲げる事項について決議又

は決定を行った場合に、当該ａからｎまでに

定めるところにより行うものとする。 

  ａ 第２条第１項第１号ａに掲げる事項 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる書類。

ただし、電子開示手続（法第２７条の３０

の２に規定する電子開示手続をいう。以下

同じ。）により有価証券届出書及び訂正届

出書を内閣総理大臣等に対し提出した場

合には、（ｃ）に掲げる書類の提出を要しな

いものとする。 

  ａ 第２条第１項第１号ａに掲げる事項 

次の（ａ）から（ｆ）までに掲げる書類。

ただし、電子開示手続（法第２７条の３０

の２に規定する電子開示手続をいう。以下

同じ。）により有価証券届出書及び訂正届

出書を内閣総理大臣等に対し提出した場

合には、（ｃ）に掲げる書類の提出を要しな

いものとする。 

   （削る）    （ａ） 募集又は売出の日程表 

 確定後直ちに 

   （削る）    （ｂ） 削除 

   （ａ） （略）    （ｃ） （略） 

   （ｂ） （略）    （ｄ） （略） 

   （ｃ） （略）    （ｅ） （略） 

   （ｄ） （略）    （ｆ） （略） 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

   （削る）   ｃ  第２条第１項第１号ｃに掲げる事項 

資本金の額の減少日程表 

確定後直ちに 

  ｃ 第２条第１項第１号ｄの２に掲げる事

項 

新株予約権無償割当ての決議又は決定

を行った場合は、有価証券通知書及び変更

通知書の写し  

内閣総理大臣等に提出後遅滞なく 

  ｃの２ 第２条第１項第１号ｄの２に掲げ

る事項 

株券無償割当ての決議又は決定を行っ

た場合は、次の（ａ）に掲げる書類、新株

予約権無償割当ての決議又は決定を行っ

た場合は次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる書

類 

   （削る）    （ａ） 株式無償割当て又は新株予約権無

償割当ての日程表  

確定後直ちに 

   （削る）    （ｂ） 有価証券通知書及び変更通知書の
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写し 

内閣総理大臣等に提出後遅滞なく 

  ｃの２ （略）   ｃの３ （略） 

  ｄ 第２条第１項第１号ｅに掲げる事項 

株式の併合（会社法第１８２条の２第１

項に規定する株式の併合に限る。）を行う

場合は、次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる書

類。この場合において、上場会社は、当該

書類を本所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

  ｄ 第２条第１項第１号ｅに掲げる事項 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる書類。こ

の場合において、上場会社は、（ｂ）に掲げ

る書類を本所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

   （ａ） 会社法第１８２条の２第１項に規

定する書面（法定事前開示書類）の写し 

     同項の規定により当該書面を本店に

備え置くこととされている日までに 

   （ａ） 株式の分割又は併合日程表 

確定後直ちに 

   （ｂ） 会社法第１８２条の６第１項に規

定する書面（法定事後開示書類）の写し 

株式の併合の効力発生日以後速やかに 

   （ｂ） 株式の併合（会社法第１８２条の

２第１項に規定する株式の併合に限

る。）を行う場合においては、次のイ及

びロに掲げる書類 

     イ 会社法第１８２条の２第１項に規

定する書面（法定事前開示書類）の写

し 

同項の規定により当該書面を本店

に備え置くこととされている日まで

に 

     ロ 会社法第１８２条の６第１項に規

定する書面（法定事後開示書類）の写

し 

      株式の併合の効力発生日以後速や

かに 

  ｄの２ （略）   ｄの２ （略） 

  ｄの３ 第２条第１項第１号ｆの２に掲げ

る事項 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）から

（ｃ）に掲げる書類を本所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 

  ｄの３ 第２条第１項第１号ｆの２に掲げ

る事項 

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）、（ｂ）

及び（ｄ）に掲げる書類を本所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

   （ａ）・（ｂ） （略）    （ａ）・（ｂ） （略） 

   （削る）    （ｃ） 株式交換日程表 
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確定後直ちに 

   （ｃ） （略）    （ｄ） （略） 

   （ｄ） （略）    （ｅ） （略） 

  ｄの４ 第２条第１項第１号ｆの３に掲げ

る事項 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる書類。こ

の場合において、上場会社は、（ａ）に掲げ

る書類を本所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

  ｄの４ 第２条第１項第１号ｆの３に掲げ

る事項 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）に掲

げる書類を本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

   （ａ） （略）    （ａ） （略） 

   （削る）    （ｂ） 株式移転日程表 

確定後直ちに 

   （ｂ） （略）    （ｃ） （略） 

  ｄの５ 第２条第１項第１号ｆの４に掲げ

る事項 

  （新設） 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、ａ及びｂ

に掲げる書類を本所が公衆の縦覧に供す

ることに同意するものとする。 

 

   （ａ） 会社法第８１６条の２第１項に規

定する書面（法定事前開示書類）の写し 

 同項の規定により当該書面を本店に

備え置くこととされている日までに 

 

   （ｂ） 会社法第８１６条の１０第２項に

規定する書面（法定事後開示書類）の写

し  

株式交付の効力発生日以後速やかに 

 

   （ｃ） 他の会社を子会社とする株式交付

を行う場合（非上場会社を子会社とする

株式交付を行う場合であって上場会社

が会社法第８１６条の４第１項の規定

の適用を受けるときを除く。）には、当事

会社以外の者であって、企業価値又は株

価の評価に係る専門的知識及び経験を

有するものが、当該株式交付に係る株式

交付比率に関する見解を記載した書面 

作成後直ちに 
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  ｅ 第２条第１項第１号ｇに掲げる事項 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）から

（ｃ）までに掲げる書類を本所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

  ｅ 第２条第１項第１号ｇに掲げる事項 

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）、（ｂ）

及び（ｄ）に掲げる書類を本所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

   （ａ）・（ｂ） （略）    （ａ）・（ｂ） （略） 

   （削る） 

 

   （ｃ） 合併日程表 

確定後直ちに 

   （ｃ） （略）    （ｄ） （略） 

   （ｄ） 他の会社と合併する場合（上場会

社が非上場会社を吸収合併する場合で

あって上場会社が会社法第７９６条第

２項の規定の適用を受けるとき又は完

全子会社と合併する場合を除く。）には

合併当事会社以外の者であって、企業価

値又は株価の評価に係る専門的知識及

び経験を有するものが、当該合併に係る

合併比率に関する見解を記載した書面 

作成後直ちに 

   （ｅ） 他の会社と合併する場合（上場会

社が非上場会社を吸収合併する場合で

あって上場会社が会社法第７９６条第

２項の規定の適用を受けるとき又は完

全子会社と合併する場合を除く。） 

合併当事会社以外の者であって、企業

価値又は株価の評価に係る専門的知識

及び経験を有するものが、当該合併に係

る合併比率に関する見解を記載した書

面 

作成後直ちに 

  ｅの２ 第２条第１項第１号ｇの２に掲げ

る事項 

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）から

（ｃ）までに掲げる書類を本所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

   （ａ）・（ｂ） （略） 

  ｅの２ 第２条第１項第１号ｇの２に掲げ

る事項 

次の（ａ）から（ｆ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）、（ｂ）

及び（ｄ）に掲げる書類を本所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

   （ａ）・（ｂ） （略） 

   （削る）    （ｃ） 分割日程表 

確定後直ちに 

   （ｃ） （略）    （ｄ） （略） 

   （ｄ） （略）    （ｅ） （略） 

   （ｅ） （略）    （ｆ） （略） 

  ｅの３ 第２条第１項第１号ｓに掲げる事

項 

  ｅの３ 第２条第１項第１号ｓに掲げる事項 

本所に上場している法第２７条の２第

１項に規定する株券等（以下、この５．に

おいて「株券等」という。）の同項に規定す

る公開買付け（以下、この５．において「公

本所に上場している法第２７条の２第

１項に規定する株券等（以下、この５．に

おいて「株券等」という。）の同項に規定す

る公開買付け（以下、この５．において「公
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開買付け」という。）により当該株券等が上

場廃止となる見込みがある場合又は当該

上場会社の子会社が発行者である株券等

であって本所に上場しているものの公開

買付けを行う場合は、当事会社以外の者で

あって、企業価値又は株価の評価に係る専

門的知識及び経験を有するものが、買付け

等の価格（施行令第８条第２項に規定する

買付けの価格に準ずるものを含む。ｅの４

において同じ。）に関する見解を記載した

書面 

作成後直ちに 

開買付け」という。）により当該株券等が上

場廃止となる見込みがある場合又は当該

上場会社の子会社が発行者である株券等

であって本所に上場しているものの公開

買付けを行う場合は、当事会社以外の者で

あって、企業価値又は株価の評価に係る専

門的知識及び経験を有するものが、買付け

等の価格に関する見解を記載した書面 

作成後直ちに 

  ｅの４～ｆの４ （略）   ｅの４～ｆの４ （略） 

  ｇ 第２号に掲げる事項 

変更内容説明の通知書 

確定後直ちに 

  ｇ 第２号に掲げる事項 

株式の種類変更日程表及び変更内容説

明の通知書 

確定後直ちに 

  ｈ～ｊ （略）   ｈ～ｊ （略） 

  ｋ 削除 

 

  ｋ 第９号に掲げる事項 

基準日に関する日程表 

        当該期日の３週間前（３週間前より後に

決議又は決定を行った場合は、決議又は決

定後直ちに 

  ｌ 第１０号に掲げる事項   ｌ 第１０号に掲げる事項 

    次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる書類。

ただし、電子開示手続により有価証券届出

書及び訂正届出書を内閣総理大臣等に対

し提出した場合には、（ａ）に掲げる書類の

提出を要しないものとする。 

    次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる書類。

ただし、電子開示手続により有価証券届出

書及び訂正届出書を内閣総理大臣等に対

し提出した場合には、（ｂ）に掲げる書類の

提出を要しないものとする。 

   （削る） 

 

   （ａ） 預託証券の募集又は売出しの日程

表 

確定後直ちに 

   （ａ） （略）    （ｂ） （略） 

   （ｂ） （略）    （ｃ） （略） 

   （ｃ） （略）    （ｄ） （略） 

   （ｄ） （略）    （ｅ） （略） 

  ｍ・ｎ （略）   ｍ・ｎ （略） 

 （４）～（７） （略）  （４）～（７） （略） 
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付  則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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企業行動規範に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

５．第１５条（議決権行使を容易にするための環

境整備）関係 

第１５条に規定する本所が定める事項とは、

次の（１）から（６）までに掲げる事項をいう。 

５．第１５条（議決権行使を容易にするための環

境整備）関係 

第１５条に規定する本所が定める事項とは、

次の（１）から（６）までに掲げる事項をいう。 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

 （３） 次のａからｅまでに掲げる書類を、株

主総会の日の３週間前の日よりも前に電磁的

方法により投資者が提供を受けることができ

る状態に置くこと。 

 （３） 株主総会の招集の通知及び会社法第３

０１条第１項に規定する株主総会参考書類

又は金融商品取引法施行令（昭和４０年政令

第３２１号）第３６条の２に規定する参考書

類（以下「招集通知等」という。）を、招集通

知等の発送後速やかに電磁的方法により投

資者が提供を受けることができる状態に置

くこと。 

  ａ 株主総会の招集の通知   （新設） 

  ｂ 会社法第３０１条第１項に規定する株主

総会参考書類又は施行令第３６条の２第１

項に規定する参考書類（以下「株主総会参

考書類等」という。） 

  （新設） 

  ｃ 定時株主総会の場合は、会社法第４３７

条に規定する計算書類及び事業報告 

  （新設） 

  ｄ 定時株主総会の場合は、会社法第４４４

条第６項に規定する連結計算書類 

  （新設） 

  ｅ ａから前ｄまでに掲げる書類を修正した

場合は、その旨を記載した書類及び修正前

の書類 

  （新設） 

 （４） 株主総会の招集の通知及び株主総会参

考書類等を要約したものの英訳を作成し、投

資者が提供を受けることができる状態に置く

こと。 

 （４） 招集通知等を要約したものの英訳を作

成し、投資者が提供を受けることができる状

態に置くこと。 

 （５）・（６） （略）  （５）・（６） （略） 

  

付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行

する。 
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上場会社が他の上場会社等を吸収合併する場合等における上場日の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

次の各号に掲げる株券の上場日は、当該各号に

定める日とする。ただし、上場申請の時期等によ

り当該日に上場することが不可能又は困難であ

るときは、この限りでない。（第１号、第３号又は

第７号に定める株券については、有価証券上場規

程に関する取扱い要領１４．（２）の規定は適用し

ない。） 

次の各号に掲げる株券の上場日は、当該各号に

定める日とする。ただし、上場申請の時期等によ

り当該日に上場することが不可能又は困難であ

るときは、この限りでない。（第１号、第３号又は

第６号に定める株券については、有価証券上場規

程に関する取扱い要領１４．（２）の規定は適用し

ない。） 

 （１）～（５） （略）  （１）～（５） （略） 

 （６） 上場会社が他の上場会社等を子会社と

する株式交付を行うことにより発行する

株券 

株式交付がその効力を生ずる日 

 （新設） 

 （７） （略）  （６） （略） 

 （８） （略）  （７） （略） 

  

付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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有価証券上場規程別表取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第１ 株 券 

 （１） 上場手数料関係 

第１ 株 券 

 （１） 上場手数料関係 

  ａ～ｇ （略）   ａ～ｇ （略） 

  ｈ 上場会社の合併、分割、株式交換又は株

式交付に際して発行する新株式に係る上

場手数料は、１株当たり資本組入額を１株

当たりの発行価格とみなして計算する。 

  ｈ 上場会社の合併、分割又は株式交換に際

して発行する新株式に係る上場手数料は、

１株当たり資本組入額を１株当たりの発

行価格とみなして計算する。 

  ｉ 他の種類の株式への転換（株式について

は会社がその発行する株式を取得するの

と引換えに他の種類の株式を交付するこ

とを、新株予約権については会社がその発

行する新株予約権を取得するのと引換え

に株式を交付することをいう。以下同じ。）

が行われる株式の転換により上場会社が

新たに発行した株券の上場手数料は、当該

株式の発行価格に基づく１株当たり発行

価格（当該株式が会社法第１９９条第１項

に規定する募集によらずに発行されたも

のである場合には、これに相当する額）を

１株当たりの発行価格とみなして計算す

ることとし、新株予約権の権利行使により

上場会社が新たに発行した株券の上場手

数料は、各新株予約権の発行価格に新株予

約権の総数を乗じて得た金額と新株予約

権の行使に係る１株当たりの払込金額に

行使される株式数を乗じて得た金額の合

計額の１株当たりの金額に相当する額（当

該新株予約権が会社法第２３８条第１項

に規定する募集によらずに発行されたも

のである場合には、これに相当する額）を

１株当たりの発行価格とみなして計算す

ることとし、取得条項付新株予約権の会社

による取得に伴い上場会社が新たに発行

した株券の上場手数料は、各新株予約権の

発行価格に新株予約権の総数を乗じて得

  ｉ 他の種類の株式への転換が行われる株

式の転換により上場会社が新たに発行し

た株券の上場手数料は、当該株式の発行価

格に基づく１株当たり発行価格（当該株式

が会社法第１９９条第１項に規定する募

集によらずに発行されたものである場合

には、これに相当する額）を１株当たりの

発行価格とみなして計算することとし、取

得条項付新株予約権の会社による取得に

伴い発行された新株を上場するときは、各

新株予約権の発行価格に新株予約権の総

数を乗じて得た金額（当該新株予約権が新

株予約権付社債に付されたものである場

合は、当該金額と取得される新株予約権に

係る社債の金額の合計額）の１株当たりの

金額に相当する額を１株当たりの発行価

格とみなして計算する。 
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た金額（当該新株予約権が新株予約権付社

債に付されたものである場合は、当該金額

と取得される新株予約権に係る社債の金

額の合計額）の１株当たりの金額に相当す

る額を１株当たりの発行価格とみなして

計算する。 

  ｊ・ｋ （略）   ｊ・ｋ （略） 

  

付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１． 第２条（上場廃止基準）第１項関係 １． 第２条（上場廃止基準）第１項関係 

 （１）～（８） （略）  （１）～（８） （略） 

 （９） 不適当な合併等  （９） 不適当な合併等 

  ａ 第９号ａに規定する「本所が定める行為」

とは、次に掲げる行為をいうものとする。 

   （ａ） （略） 

  ａ 第９号ａに規定する「本所が定める行

為」とは、次に掲げる行為をいうものとす

る。 

   （ａ） （略） 

   （ａ）の２ 非上場会社を子会社とする株

式交付 

   （新設） 

   （ｂ）～（ｈ） （略）    （ｂ）～（ｈ） （略） 

  ｂ 次の（ａ）から（ｅ）までのいずれかに

該当する場合は、第９号に規定する「実質

的な存続会社でないと本所が認めた場合」

には該当しないものとして取り扱う。 

  ｂ 次の（ａ）から（ｅ）までのいずれかに

該当する場合は、第９号に規定する「実質

的な存続会社でないと本所が認めた場合」

には該当しないものとして取り扱う。 

   （ａ） 当該上場会社がその連結子会社と

の間で吸収合併等（株券上場審査基準第

４条第２項各号に規定する行為を含む。

以下この（ａ）において同じ。）を行う場

合であって、当該連結子会社が、当該吸

収合併等を行うことについて当該上場

会社の業務執行を決定する機関が決定

した日（以下このｂにおいて「行為決定

日」という。）からさかのぼって３年間に

おいて、非上場会社（連結子会社を除く。

以下このｂにおいて同じ。）との間の合

併若しくは前ａの（ａ）から（ｇ）まで

に掲げる行為又は非上場会社との共同

による株式移転その他これらと同等の

効果をもたらすと認められる行為を

行っていないこと又は行うことについ

てその業務執行を決定する機関が決定

していないこと。 

   （ａ） 当該上場会社がその連結子会社と

の間で吸収合併等（株券上場審査基準第

４条第２項各号に規定する行為を含む。

以下この（ａ）において同じ。）を行う場

合であって、当該連結子会社が、当該吸

収合併等を行うことについて当該上場

会社の業務執行を決定する機関が決定

した日（以下このｂにおいて「行為決定

日」という。）からさかのぼって３年間に

おいて、非上場会社（連結子会社を除く。

以下このｂにおいて同じ。）との間の合

併、株式交換若しくは前ａの（ｂ）から

（ｇ）までに掲げる行為若しくは非上場

会社との共同による株式移転その他こ

れらと同等の効果をもたらすと認めら

れる行為を行っていないこと又は行う

ことについてその業務執行を決定する

機関が決定していないこと。 

   （ｂ） 当該上場会社が非上場会社の吸収

合併、非上場会社を完全子会社とする株

式交換又は非上場会社を子会社とする

   （ｂ） 当該上場会社が非上場会社の吸収

合併又は非上場会社を完全子会社とす

る株式交換（非上場会社との間の株券上
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株式交付（非上場会社との間の株券上場

審査基準第４条第２項各号に規定する

行為を含む。）その他これらと同等の効

果をもたらすと認められる行為を行う

場合において、次のイからニまでのいず

れにも該当すること。 

場審査基準第４条第２項各号に規定す

る行為を含む。）その他これらと同等の

効果をもたらすと認められる行為を行

う場合において、次のイからニまでのい

ずれにも該当すること。 

イ 行為決定日からさかのぼって３年

間に当該非上場会社（その関係会社を

含む。）との間で合併若しくは前ａの

（ａ）から（ｇ）までに掲げる行為又

は当該非上場会社との共同による株

式移転その他これらと同等の効果を

もたらすと認められる行為を行って

いないこと又は行うことについてそ

の業務執行を決定する機関が決定し

ていないこと。 

イ 行為決定日からさかのぼって３年

間に当該非上場会社（その関係会社を

含む。）との間で合併、株式交換若しく

は前ａの（ｂ）から（ｇ）までに掲げ

る行為又は当該非上場会社との共同

による株式移転その他これらと同等

の効果をもたらすと認められる行為

を行っていないこと又は行うことに

ついてその業務執行を決定する機関

が決定していないこと。 

    ロ～ニ （略）     ロ～ニ （略） 

   （ｃ） 非上場会社から分割による事業の

承継又は非上場会社から事業の譲受け

その他これらと同等の効果をもたらす

と認められる行為を行う場合において、

次のイからニまでのいずれにも該当す

ること。 

   （ｃ） 非上場会社から分割による事業の

承継又は非上場会社から事業の譲受け

その他これらと同等の効果をもたらす

と認められる行為を行う場合において、

次のイからニまでのいずれにも該当す

ること。 

    イ 行為決定日からさかのぼって３年

間の当該非上場会社（その関係会社を

含む。）との間で合併若しくは前ａの

（ａ）から（ｇ）までに掲げる行為又

は当該非上場会社との共同による株

式移転その他これらと同等の効果を

もたらすと認められる行為を行って

いないこと又は行うことについてそ

の業務執行を決定する機関が決定し

ていないこと。 

    イ 行為決定日からさかのぼって３年

間の当該非上場会社（その関係会社を

含む。）との間で合併、株式交換若しく

は前ａの（ｂ）から（ｇ）までに掲げ

る行為又は当該非上場会社との共同

による株式移転その他これらと同等

の効果をもたらすと認められる行為

を行っていないこと又は行うことに

ついてその業務執行を決定する機関

が決定していないこと。 

    ロ～ニ （略）     ロ～ニ （略） 

   （ｄ） 分割による他の者への事業の承継

（次の（ｅ）に規定する場合を除く。）、

他の者への事業の譲渡、非上場会社との

業務上の提携、第三者割当による株式の

   （ｄ） 分割による他の者への事業の承継

（次の（ｅ）に規定する場合を除く。）、

他の者への事業の譲渡、非上場会社との

業務上の提携、第三者割当による株式の
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割当て、その他これらと同等の効果をも

たらすと認められる行為を行う場合に

おいて、行為決定日からさかのぼって３

年間に当該行為の当事者（その関係会社

を含む。）との間で合併若しくは前ａの

（ａ）から（ｇ）までに掲げる行為又は

当該当事者との共同による株式移転そ

の他これらと同等の効果をもたらすと

認められる行為を行っていないこと又

は行うことについてその業務執行を決

定する機関が決定していないこと。 

割当て、その他これらと同等の効果をも

たらすと認められる行為を行う場合に

おいて、行為決定日からさかのぼって３

年間に当該行為の当事者（その関係会社

を含む。）との間で合併、株式交換若しく

は前ａの（ｂ）から（ｇ）までに掲げる

行為又は当該当事者との共同による株

式移転その他これらと同等の効果をも

たらすと認められる行為を行っていな

いこと又は行うことについてその業務

執行を決定する機関が決定していない

こと。 

   （ｅ） 当該上場会社が非上場会社との間

で株券上場審査基準第４条第２項第３

号に規定する行為（吸収分割に限る。）を

行う場合において、次のイからニまでの

いずれにも該当すること。 

   （ｅ） 当該上場会社が非上場会社との間

で株券上場審査基準第４条第２項第３

号に規定する行為（吸収分割に限る。）を

行う場合において、次のイからニまでの

いずれにも該当すること。 

    イ 行為決定日からさかのぼって３年

間に当該非上場会社（その関係会社を

含む。）との間で合併若しくは前ａの

（ａ）から（ｇ）までに掲げる行為又

は当該非上場会社との共同による株

式移転その他これと同等の効果をも

たらすと認められる行為を行ってい

ないこと又は行うことについてその

業務執行を決定する機関が決定して

いないこと。 

    イ 行為決定日からさかのぼって３年

間に当該非上場会社（その関係会社を

含む。）との間で合併、株式交換若しく

は前ａの（ｂ）から（ｇ）までに掲げ

る行為又は当該非上場会社との共同

による株式移転その他これと同等の

効果をもたらすと認められる行為を

行っていないこと又は行うことにつ

いてその業務執行を決定する機関が

決定していないこと。 

    ロ～ニ （略）     ロ～ニ （略） 

  ｃ （略）   ｃ （略） 

  ｄ 第９号ａに規定する「当事者である非上

場会社として本所が認める者」は、非上場

会社の吸収合併、非上場会社を完全子会社

とする株式交換又は非上場会社を子会社

とする株式交付を行う場合における当該

非上場会社その他これに類するものとし

て本所が認める者をいう。 

  ｄ 第９号ａに規定する「当事者である非上

場会社として本所が認める者」は、非上場

会社の吸収合併又は非上場会社を完全子

会社とする株式交換を行う場合における

当該非上場会社という。 

  ｅ～ｇ （略）   ｅ～ｇ （略） 

 （９）の２～（１９） （略）  （９）の２～（１９） （略） 
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付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、 

業務規程並びに信用取引及び貸借取引規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（投資信託委託会社の提出書類及びその公衆縦

覧に関する事項） 

第７条 受益証券特例第７条第１項第３号に規

定する本所が定める書類とは、次の各号に掲げ

る書面をいうものとし、本所が定める時期と

は、当該各号に定める時期をいうものとする。 

（投資信託委託会社の提出書類及びその公衆縦

覧に関する事項） 

第７条 受益証券特例第７条第１項第３号に規

定する本所が定める書類とは、次の各号に掲げ

る書面をいうものとし、本所が定める時期と

は、当該各号に定める時期をいうものとする。 

 （削る） 

 

 （１） 投資信託の計算期間の末日の受益者数

を記載した書面 

計算期間の末日後３か月以内 

 （１） （略）  （２） （略） 

 （２） （略）  （３） （略） 

 （３） （略）  （４） （略） 

 （４） （略）  （５） （略） 

 （５） （略）  （６） （略） 

 （削る）  （７） 受益証券特例第６条第２項第３号の２

に掲げる事項 

受益権の併合又は分割の日程表について、

確定後直ちに 

 （６） （略）  （８） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

 

第８条 削除 

（信託金限度額の変更に伴う変更上場の手続の

時期等） 

第８条 受益証券特例第８条の規定により投資

信託委託会社が行う上場申請は、投資信託委託

会社が信託金の限度額に関する投資信託約款

の変更について決議又は決定等を行った後遅

滞なく当該変更に係る変更額の追加信託が行

われた場合に増加することが見込まれる受益

権の口数について、一括して行うものとする。 

  

付    則  

 この改正規定は、令和３年３月１日から施行す

る。 
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